
「上田市出産・子育て応援事業」を開始しました
妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで身近で相談に応じ、
必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実と、妊娠届出や出生届出を行った妊婦・子育て世帯などに
対し、給付金を一体的に実施する「出産・子育て応援交付金事業」が国により創設されました。

市では、これまで実施してきた保健師や助産師などによる「伴走型相談支援」をさらに充実させていくとともに、
「経済的支援」を一体的に実施する「上田市出産・子育て応援事業」を開始しました。

●給付金の支給

●上田市出産・子育て応援事業の流れ

給付金 支給対象者 給付額
出産応援金 令和４年４月１日以降に妊娠届出をした妊婦※ 妊婦１人につき５万円

子育て応援金 令和４年４月１日以降に出生した子の養育者 子１人につき５万円

※令和４年３月31日以前に妊娠届出をし、令和４年４月１日以降に出産した方も支給の対象となります。
　対象者には順次ご案内などをお送りしていますので、所定の手続きをしてください。

①妊娠期 （妊娠８～10週前後）

②妊娠期 （妊娠32～34週前後）

③出産・産後

④産後の育児期

面談

面談

面談

●妊娠届出時にひとまちげんき・健康プラザうえだなどで対面による面談
●アンケートの実施、「出産応援金」支給手続き(口座振込)、今後の伴走型相談支援の説明

●出生届出後、赤ちゃんとお母さんを訪問し、産後ケアなど必要な支援サービスを提供
●「子育て応援金」支給手続き(口座振込)

●アンケート回答内容を基に、必要な支援内容を判断して訪問相談などを実施

●子育て支援などに関するイベント情報の提供、随時相談の継続的実施
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　健康推進課　☎23・8244　　丸子保健センター　☎42・1117　　真田保健センター　☎72・9007
　　武石健康センター　☎85・2067

新型コロナウイルス感染症関連情報
※３月１日現在の情報をもとに作成しているため、急遽変更となる場合があります。

　新型コロナウイルス感染症対策室　☎75・6676

市ホームページ

からマスクの着用は“個人の判断”が基本となりました。

マスク着用が効果的な場面

◆周囲の方に感染を広げないため、
　次の場面ではマスクを着用しましょう
　・医療機関を受診するとき
　・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者
　　施設などを訪問するとき
　・通勤ラッシュ時などの混雑した電車やバスに乗車するとき※

　　※おおむね全員の着席が可能であるもの（新幹線、高速バスなど）を除く

◆ご自身を感染から守るためにマスクの着用が効果的です
　・重症化リスクの高い方※が感染拡大時に混雑した場所に行くとき
　　※高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など

症状がある場合などは外出を控え、
マスク着用を

症状がある方や検査で陽性となった方、
同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方
に感染を広げないために外出を控えま
しょう。通院など、やむを得ず外出をす
る時には、人混みを避け、マスクを着用
しましょう。

マスク着用の考え方マスク着用の考え方

３月13日㈪
これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、

また、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

市ホームページ

基本的な感染対策

マスク着用の考え方の見直し後も基本的
な感染対策は重要です。
引き続き「３つの密（密閉・密集・密接）の
回避」「人と人との距離の確保」「手洗
いなどの手指衛生」「換気」などにご協力
をお願い
します。

新型コロナワクチン接種について
４月以降のワクチン接種は、国において検討が行われています。
方針が示されましたら、市でも接種体制についてお知らせします。

最新の情報は市ホームページをご覧ください
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４月から市営住宅の
入居要件を緩和します

住宅にお困りの方が、より幅広く市営住宅
に申込いただけるよう、以下のとおり
入居要件の一部を緩和します。
開始日　令和５年４月１日
緩和の内容（一例）
● 連帯保証人は、２名から１名に変更

します。また、事情により免除となる
場合があります。

● これまで単身での申込は、60歳以下の
方は対象外でしたが、18歳以上60歳
未満の方の申込が行えるようになります。

● 60歳以上の単身の方は優先枠に申込が
できるようになります。

入居要件の詳細は、市ホーム
ページでご確認いただくか、
お問い合わせください。
※ 令和５年度の市営住宅の

募集日程は、改めてご案内します。
　住宅課　☎23・5176

４月１日㈯から斎場の
利用区域と使用料が変わります

４月１日㈯から大星斎場・依田窪斎場の
利用区域と斎場使用料が変更となります。
斎場利用区域について
　 利用者の利便性を高めるため、各斎場

の利用区域を廃止します。
　 ４月１日㈯以降は、上田市、東御市、

青 木 村、 長 和 町 に お 住 ま い の 方 は、
大星斎場と依田窪斎場のどちらでも
ご利用できます。

斎場使用料について
　 斎場使用料の一部を改正し

ます。
　 詳細は、広域連合ホーム

ページをご覧ください。
　大星斎場（上田2548-２）　☎22・0983

　　依田窪斎場（上丸子57-１）　☎42・4851
　　丸子クリーンセンター（腰越399-１）
　　☎43・2131　 43・2149

市ホームページ

広域連合
ホームページ

狂犬病予防注射（巡回実施）

飼い犬には毎年１回の狂犬病予防注射を
受けさせることが飼い主の義務です。
日程・場所
　 ４月以降、各地域の公民館

などで順次実施します。
 ※ 日程や注意事項などは、

市ホームページをご確認
ください。

対象　生後91日以上の全ての飼い犬
料金　3,600円
　　　※新規登録は6,600円（登録料含む）
持ち物
　注射済票交付申請はがき
　（登録済みの犬の飼い主に郵送します）

　生活環境課　　　　　☎22・4140
　　丸子市民サービス課　☎42・1216
　　真田市民サービス課　☎72・0154
　　武石市民サービス課　☎85・2827

宝くじの助成により
整備しました

宝くじの社会貢献広報事業である（公財）
長野県市町村振興協会の「地域活動助成
事業」を活用し、祭り用品を整備しました。
北常田自治会
　神

み こ し

輿を整備しました。

上紺屋町自治会
　神輿、袢

はん

纏
てん

を整備しました。
　市民参加・協働推進課　☎75・2230

放課後児童健全育成事業を
行う場合、届出が必要です

市が定める基準により、仕事や療養の
ため保護者が家にいない小学生を放課後
などに保育する「放課後児童健全育成事業」
を行う場合は、事前の届出が必要です。
詳細はお問い合わせください。

　学校教育課　☎23・5195
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固定資産税に関するお知らせ

◇土地・家屋価格等帳簿の縦覧
　 土地や家屋の価格などを記載した縦覧

帳簿で、ご自身がお持ちの土地・家屋と
他の土地・家屋の価格を比較できます。
期間　４月３日㈪～５月１日㈪
　　　（土日祝日除く）
場所　 窓口、丸子・真田・武石市民サー

ビス課
対象　 市内に固定資産（土地・家屋）を所有

する納税者または代理人
持ち物　本人確認書類（運転免許証など）
　　　　※ 代理人の場合は、お問い合わせ

ください。
◇固定資産課税台帳の閲覧
　 ご自身の固定資産（土地・家屋・償却資産）

を記載した台帳で、価格や課税標準額
などを確認できます。
期間　通年（土日祝日除く）
場所　 窓口または各地域自治センター
対象　 固定資産の納税義務者または代理人、

借地・借家人など
料金　 300円／件
　　　（ 令和５年度分のみ５月１日まで

閲覧無料、交付は10円／枚）
持ち物
　本人確認書類（運転免許証など）、
　※ 借地・借家人は賃貸借契約に係る書類

（契約書など）が必要です。
　※代理人の場合はお問い合わせください。
◇税務課からのお知らせ（適正な課税のために）
　 土地の現況地目や利用状況、家屋の賦課

漏れ、滅失漏れなどの確認のため、職員
が敷地内に立ち入らせていただくことが
あります。４月に郵送する納税通知書を
ご確認いただき、実際の利用状況と
異なる場合（例えば、住宅用地の特例が
適用されていない）は、お問い合わせ
ください。
　税務課　☎23・8240　☎23・8245

お知らせ

３月分
市税などの納期限

●国民健康保険税 ９期
●後期高齢者医療保険料 ９期
●介護保険料 ９期

３月31日㈮までの
納付をお願いします。

　収納管理課　☎23・5117
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